
警察庁訓令第14号

触法調査又はぐ犯調査に関する書類の様式を定める訓令の一部を改正する訓令

を次のように定める。

平成28年９月29日

警察庁長官 坂口 正芳

触法調査又はぐ犯調査に関する書類の様式を定める訓令の一部を改正する

訓令

触法調査又はぐ犯調査に関する書類の様式を定める訓令（平成19年警察庁訓令

第12号）の一部を次のように改正する。

別紙の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する

改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

附 則

この訓令は、児童福祉法等の一部を改正する法律附則第１条第２号に掲げる規

定の施行の日（平成28年10月１日）から施行する。




